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教職員の不適切行為根絶のための校内ルール 

長野県伊那北高等学校 

本校では、標記について次のとおり定める。 

１ 諸室管理 

(1) 教室、研究室、その他諸室の管理については、以下の点に留意する。 

・ドアの小窓に掲示物は貼らず、できるだけ外から内部が見えるようにする。 

・部屋を一人の教職員が管理しないように、鍵を複数化し、事務室等で保管する。 

２ 生徒との面談（生徒相談）のあり方 

(1) 外から見えない密閉性の高い場所で１対１の指導とならないように留意する。複数

職員での対応を基本とし、可能な限りドアを開放するなどの対策を行う。 

(2) やむを得ない事情で１対１の指導となる場合は、予め管理職に報告し、面談場所を

明らかにしてから行う。緊急対応を行った場合は、事後速やかに管理職に報告する。 

３ 職員と生徒との関係 

(1) 生徒との私的な電話、メール、SNS 等によるやり取りをしない。 

(2) 緊急時の安全確保等の場合を除き、身体に故意に接触しない。 

(3) 教育目的（保健の授業等）以外で性に関することを話題にしない。 

(4) 生徒の撮影や録画については、教育、記録、広報などの範囲内に限定するととも

に、個人情報保護の観点に留意する。 

(5) 緊急の場合、生徒引率で許可を得た場合や保護者の依頼があった場合等を除き、自

家用車に同乗させない。 

４ 通報相談窓口 

(1) 校内通報相談窓口：千葉亮先生（教務室）、中村友美先生（保健室） 

(2) 校外通報相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

(1) 職員は常に自身の人権意識・人権感覚を磨くよう研修等に努める。 

(2) 職員間においても、わいせつな行為等の不適切行為の疑念が生じた場合、研究室等

の不適切な使用、不適切な指導に関する疑義を感じたりする場合は、躊躇なく管理職

に報告するか、校内相談窓口または校外通報・相談窓口へ連絡する。 

(3) 本ルールについては、年度当初の職員会で確認をする。 


